
■   指 定 性 能 評 価 機 関 業 務  (短期間審査が可能な場合※) 

※中低層免制震建築物：高さが 60ｍ以下の免震建築物及び/もしくは制震建築物で複雑な審査が不要と判断されたもの。 

随時受付して部会審査を行い本委員会承認（申請者出席なし）を経て終了する。 

 

申 請 者 ＴＢＴＣ事務局 性能評価委員会 

大臣認定申請書類提出 大臣認定申請代行 

認定書受領 認定書受領 

最終図書提出 図書受領･保管 

性能評価書の交付※3 性能評価書受領 

大
臣
認
定
（※
２
） 

受付部会開催 

結審部会開催 

委員会（受付）開催しない 委員会出席なし 

部会出席 

委員会用図書提出 

部
会
審
議
（最
短
２
週
間
程
度
） 

 

申請受付 

事前相談 

申  請 

事前相談 
事
前
準
備 

確認申請 

※1 

※1 委員会審議期間は内容による 

※２ 大臣認定期間は国交省による 

(新規案件は原則２ヶ月) 

 

※３ 本員会承認(出席なし) 

※４ 委員会審議と平行して構造計算 

関連資料の提出を願います 

 


